
令和 7 年 3 月 31 日  

一 宮 市 規 則 第 17 号 か ら第 19 号 ま で を 別 紙 のと お り

公 布 す る 。  

一 宮 市 長  中  野  正  康  



規 則 番 号 一 覧 表 

規則第17号  一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の一部を改正する規則 

規則第18号  一宮市契約規則の一部を改正する規則 

規則第19号  一宮市庁舎管理規則の一部を改正する規則 



令和7年3月31日 

一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

一宮市長 中 野 正 康 

一宮市規則第17号 

一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の一部を改正する規則 

一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則(平成17年一宮市規則第30号)の一部を次の

ように改正する。 

現行 改正後 

(漏油事故処理従事職員の特殊勤務手当) (漏油事故処理従事職員の特殊勤務手当) 

第7条 漏油事故処理従事職員の特殊勤務手

当は、漏油による事故が発生した場合にお

いて環境保全課若しくは消防署又はこれ

らの課・公所より 依頼を受けた課・公所

の職員         が漏油の処理に

直接従事したときに支給する。 

第7条 漏油事故処理従事職員の特殊勤務手

当は、漏油による事故が発生した場合にお

いて環境保全課       又は同課

若しくは消防署から依頼を受けた課・公所

の職員(消防吏員を除く。)が漏油の処理に

直接従事したときに支給する。 

(消防吏員の特殊勤務手当) (消防吏員の特殊勤務手当) 

第14条 消防吏員の特殊勤務手当は、消火作

業従事手当、救急車作業従事手当、火災原

因調査手当及び自動車整備手当とし、消防

業務(消防組織法(昭和22年法律第226号)

第1条に規定する任務をいう。)に従事した

職員に支給する。 

第14条 消防吏員の特殊勤務手当は、消防手

当    、救急手当     、火災原

因調査手当及び自動車整備手当とし、消防

業務(消防組織法(昭和22年法律第226号)

第1条に規定する任務をいう。)に従事した

職員に支給する。 

2 消火作業従事手当は、火災による消火作

業に従事した者           

      に支給し、その手当の額は、

次に掲げる額とする。 

2 消防手当    は、火災出動、救助出

動、救急支援出動及び警戒出動をし、現場

に到着した者に支給し、その手当の額は、

次に掲げる額とする。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

3 救急車作業従事手当は、救急救命士の資

格を有し救命業務に従事する者又は傷病

死者の緊急収容業務に従事した者に支給

し、その手当の額は、次に掲げる額とする。

3 救急手当     は、救急出動をし、

現場に到着した者          

               に支給

し、その手当の額は、次に掲げる額とする。

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

4・5 略 4・5 略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

付 則 

この規則は、令和7年4月1日から施行する。 



令和7年3月31日 

一宮市契約規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

一宮市長 中 野 正 康 

一宮市規則第18号 

一宮市契約規則の一部を改正する規則 

一宮市契約規則(昭和50年一宮市規則第16号)の一部を次のように改正する。

現行 改正後 

(予定価格の決定) (予定価格の決定) 

第54条の2 令第167条の2の規定により随意

契約をしようとするときは、あらかじめ第4

3条の規定に準じて予定価格を定めなけれ

ばならない。ただし、設計金額が130万円を

超えないものについては、この限りでない。

第54条の2 令第167条の2の規定により随意

契約をしようとするときは、あらかじめ第4

3条の規定に準じて予定価格を定めなけれ

ばならない。ただし、前条に規定するもの

      については、この限りでない。

2 略 2 略 

別表(第54条関係) 別表(第54条関係) 

【別記 参照】 【別記 参照】 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

【別記】 

現行 

1 工事又は製造の請負 130万円 

2 財産の買入れ 80万円 

3 物件の借入れ 40万円 

4 財産の売払い 30万円 

略 

6 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 

改正案 

1 工事又は製造の請負 200万円 

2 財産の買入れ 150万円 

3 物件の借入れ 80万円 

4 財産の売払い 50万円 

略 

6 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円 

付 則 



(施行期日) 

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正後の一宮市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について

適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。 



令和7年3月31日 

一宮市庁舎管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

一宮市長 中 野 正 康 

一宮市規則第19号 

一宮市庁舎管理規則の一部を改正する規則 

一宮市庁舎管理規則(昭和40年一宮市規則第5号)の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

(禁止行為) (禁止行為) 

第13条 庁舎においては、次に掲げる行為を

してはならない。 

第13条 略 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

 (4) 撮影、録音、録画、放送又はインタ

ーネットを利用した配信その他これら

に類する行為(市長が必要と認めるも

のを除く。) 

(4)～(9) 略 (5)～(10)略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


